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衆
議
院
議
員
木
村
太
郎
君
提
出
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疾
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対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
日
本
の
腎
疾
患
患
者
数
の
推
移
の
予
測
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
社
団
法
人
日
本
腎
臓
学
会
が

発
行
す
る
刊
行
物
「C

linical
and

E
xperim

ental
N

ephrology

」
平
成
二
十
一
年
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
「Pr

evalence
of

chronic
kidney

disease
in

the
Japanese

general
population

」
に
よ
れ
ば
、
平
成
十
七
年
時

点
で
の
慢
性
腎
臓
病
患
者
数
は
、
約
千
三
百
三
十
万
人
と
推
計
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
日
本
の
透
析
患
者
数
の
推
移
の
予
測
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
社
団
法
人
日
本
透
析
医
学
会
が

編
集
し
た
「
図
説
わ
が
国
の
慢
性
透
析
療
法
の
現
況
」
（
以
下
「
図
説
」
と
い
う
。
）
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
二
年
末
時
点

で
の
透
析
患
者
数
は
、
二
十
九
万
七
千
百
二
十
六
人
で
あ
り
、
調
査
を
開
始
し
た
昭
和
四
十
三
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る
と

承
知
し
て
い
る
。

三
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
日
本
の
糖
尿
病
を
原
疾
患
と
す
る
透
析
患
者
数
の
推
移
の
予
測
は
行
っ
て
い
な
い
が
、
図
説

一



に
よ
れ
ば
、
平
成
二
十
二
年
末
時
点
で
の
糖
尿
病
を
原
疾
患
と
す
る
透
析
患
者
数
は
、
十
万
二
千
七
百
八
十
八
人
で
あ
り
、

調
査
を
開
始
し
た
昭
和
五
十
八
年
以
降
増
加
傾
向
に
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
腎
疾
患
の
発
症
と
重
症
化
予
防
等
の
腎
疾
患
予
防
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
予
算
に
、
厚
生
労

働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
慢
性
腎
臓
病
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
、
重
症
化
予
防
等
を
目
的
と
す
る
研
究
事
業
、
個
別

栄
養
指
導
等
の
予
防
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
よ
る
腎
疾
患
重
症
化
予
防
実
践
事
業
、
都
道
府
県
等
の
慢
性
腎
臓
病
対
策
に
関

す
る
普
及
啓
発
事
業
等
に
対
す
る
補
助
事
業
及
び
慢
性
腎
臓
病
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
よ
る
普
及
啓
発
事
業
の

実
施
に
必
要
な
経
費
を
計
上
し
た
。
今
後
と
も
、
腎
疾
患
対
策
を
総
合
的
に
実
施
し
て
い
き
た
い
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
介
護
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
透
析
患
者
に
つ
い
て
は
、
居
宅
か
ら
医
療
機
関
に
通
院
す
る
際
の
介
助
等
を
、
介

護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十

三
号
）
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
し
て
お
り
、
今
後
と
も
、
必
要
な
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

六
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
災
害
時
の
人
工
透
析
の
提
供
体
制
の
確
保
等
に
つ
い
て
、
「
厚
生
労
働
省
防
災
業
務
計
画
」
（
平

成
十
三
年
二
月
十
四
日
厚
生
労
働
省
発
総
第
十
一
号
）
に
定
め
る
と
と
も
に
、
都
道
府
県
及
び
社
団
法
人
日
本
透
析
医
会
に

対
し
、
人
工
透
析
の
提
供
体
制
の
確
保
を
図
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
平
成
二

十
三
年
度
第
三
次
補
正
予
算
に
、
社
団
法
人
日
本
透
析
医
会
災
害
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
機
能
強
化
に
必
要
な
経

費
を
計
上
し
、
災
害
時
の
透
析
患
者
の
受
入
体
制
の
充
実
を
図
っ
た
。
今
後
と
も
、
都
道
府
県
及
び
社
団
法
人
日
本
透
析
医

会
と
連
携
し
て
、
大
規
模
な
災
害
の
発
生
に
備
え
た
透
析
患
者
の
受
入
体
制
の
整
備
に
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

三


